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令和５年度 津久見市国民健康保険税徴収計画 

 

令和５年４月１日 

１．計画の目的 
 

 国民健康保険運営の安定化に向けて、収納率向上に向けた取組を計画的かつ効率的に

実施するため策定するもの。 
 

    【国民健康保険税収納率（一般＋退職）】                   （単位：％） 

区 分 ３０年度 元年度 ２年度 ３年度  ４年度   ５年度  

(目標) 

現 年 ９５．５８ ９５.８８ ９７.１３ ９７.２５ ９７.２６ ９７.２７ 

過 年 １３．１８ １１.７４ １５.１０ １０.５９ １１.１０ １１.５０ 

計 ６９．２０ ６８.０５ ７３.４２ ７４.００ ７４.１０ ７５.００ 

  ※３年度は計画策定時における把握可能な数値を記載 ※２年度から現年は一般分のみ 

 

２．主な取組  
 

（１）滞納整理 
 

  ①督促状の発送 

      ・毎月、納期限後２０日以内に督促状を送付する。 
 

  ②納税催告書の発送 

発送月 催 告 書 発 送 対 象 者 

４月 

６月 

12月 

他月 

 

 現年分滞納者（出納閉鎖まで、一斉催告） 

 過年分を含む滞納者（一斉催告） 

 過年分を含む滞納者（一斉催告） 

 主に現年滞納者（各地区担当で随時催告） 

  
 

  ③電話催告 

      ・随時、昼間・夜間の電話催告を実施する。 

     

 

  ④夜間催告 

   ・通年、毎月第２・第４木曜日午後８時まで、夜間電話催告を実施する。 

      ・なお、４月（出納閉鎖まで）、６月、１２月については、現年度分を主体に実

施する。 
 
 
 

  ⑤臨戸訪問 

・督促状や催告書等の文書催告、電話催告をしてもなお納付がない滞納者等につ

いては、臨戸訪問を実施する。（なお、集金業務としての戸別訪問は基本的に
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行わない。特別に必要な場合に限り実施） 

・収納対策上、効果的と判断する場合または平日中の臨戸訪問では滞納者に接触

できない場合等には、平日夜間・休日における臨戸訪問を適宜実施する。 
 

  ⑥滞納整理強化月間の設定 

区   分 取 組 概 要 

１２月 年末滞納整理強化月間  夜間・休日を含む電話・訪問催告、納税相談 

５月 出納閉鎖滞納整理強化月

間 

                〃 

 
 

  ⑦短期被保険者証、資格証明書の交付 

   ・納付催告、納税相談等に応じない者に対しては、税の公平負担の観点から短期

被保険者証又は資格証明書を交付する。 

・短期被保険者証等交付時の納税相談、弁明書提出の機会の活用、夜間納税相談

などの実施により、さらなる収納確保に努め滞納額を縮減する。 
 
 
 

  ⑧口座振替等の推進 

  （口座振替） 

      ・新規加入手続時に口座振替依頼書を渡すとともに、広報紙への記載や窓口での

チラシ配布などによって、口座振替の推進を図る。 

   ・また、納税相談時にも口座振替の加入を推進する。 
 

    【口座振替世帯率】                               （単位：％） 

区 分 ３０年度 元年度 ２年度 ３年度   ４年度   ５年度  

（目標） 

総世帯数  ３，２５４ ２,６２４ ２,８１６ ２，８６１ ２，８４０ ２，８００ 

振替世帯数 １，０３８ １,１２４ １,０９６ １，１２２ １，０９６ １，０００ 

振替世帯率 ４５.３３ ５６.４０ ６０.５３ ５６.７２ ５８．６５ ６０．０５ 

   

※口座振替世帯率 ＝ 振替世帯数÷（総世帯数－納税組織世帯数－特別徴収（年金天引き）世帯数） 

３年度は計画策定時における把握可能な数値を記載 

  

 ⑨コンビニ納付、スマホ決済アプリを利用した納付の実施 

  ・令和４年度から、コンビニエンスストアでの納付、スマホ決済アプリ（PayB、

PayPay、LINE Pay）を利用した納付を開始。 

 

⑨広報活動 

      ・保険税の納付に対する理解を高めるため、広報紙やホームページ等を活用した

広報を実施する。 

出典：国民健康保険実施状況報告 
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（２）納税相談 
 

① 納税相談 

   ・保険税の適切な収納の確保のため被保険者の生活状況等に配慮した納税相談を

随時実施する。 
 
 

    ②特別納税相談 
 

  （ⅰ 実施時期） 

   ・滞納整理強化月間(５月､１２月)に合わせ、特別納税相談を実施する。 
 

    （ⅱ 実施日時） 

      ・月１回平日午後８時までと５月に１回、１２月に１回、休日の午前９時から午

後１２時（３時間）までとする。 

 

（３）滞納処分   
 

① 給与照会 

      ・催告書を送付した結果、なおも納税相談に誠実に対応しない者、分納不履行者

や単年度でも納税意思のない者に対して預金・生命保険等の照会を実施する。 

② 差押予告書の送付 

・納税相談に誠実に対応しない者、分納不履行者や単年度でも納税意思がなく、

財産を保有している者に対して発送する。 

③ 債権等の差押 

      ・財産調査後、財産保有が判明しており、納税相談に誠実に対応しない者、分納

不履行者や単年度でも納税意思のない者に対して差押を実施する。 

 

（４）他機関等との連携 
 

  ①県税事務所 

   ・研修講師としての招聘、指導・助言 

      ・派遣事業の受入(職員の徴収技術向上、高額・困難事案への対応等) 
 

  ②市町村 

   ・相互協力(併任職員、滞納整理・捜索の共同実施等) 

 

（５）徴収体制の強化 
 

① 職員の資質向上 

・県や国保連が開催する研修会等に積極的に参加し、徴収担当職員の資質向上を

図る。 
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３．添付資料 

（１）スケジュール 

※徴収計画の年間スケジュール表を別途作成 

 

 


